
基金決算のお知らせ

年金の給付や掛金のうけ入れ、年金資産の管理運用などを行う経理です。

年金経理

業務経理

基金を運営するための経費を処理する会計です。

基金の主な収入源である掛金、支出である年金・一時金の支払いのほか、
年金資産の運用損益などの1年間の収支を明らかにしています。

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（平成３０年4月1日～平成3１年3月31日）

1年間の収支状況
（損益計算書）

運用報酬等（4,064万円）
信託銀行や生命保険会社など運用
機関に支払った運用手数料。

移換金（2,303万円）
基金から企業年金連合会等へ移換
した中途脱退者の年金原資。

業務委託費（2,777万円）
運用機関に委託している年金の支払
いなどの業務の委託手数料。

事務費（４,０９１万円）
事業運営に要した費用。

代議員会費（４8万円）
代議員会に要した費用。

掛金収入（6,267万円）
事業主からの掛金。

雑支出（193万円）

当年度剰余金（1,935万円）

給付費（5億5,043万円）
年金や一時金を給付した額。

掛金等収入（4億3,874万円）
事業主からの掛金。

運用収益（1億5,747万円）
年金資産を信託銀行や生命保険会
社などの運用機関で運用して得た
収益。

当年度不足金（２,０２２万円）

責任準備金減少額（２,５４４万円）
将来の年金や一時給付に備えて現
時点で保有しておくべき年金資産
が減少した額。

費　用
6億4,187万円

収　益
6億4,187万円

費　用
6,２６７万円

収　益
6,２６７万円

業務会計

7月24日に開催されました第8回代議員会において、当基金の平成30年度の
決算および財政検証結果が承認されましたので、その概要をお知らせいたします。

年度末において、実際に保有する年金資産と、将来の年金給付のために積み立てておく
べき資産（責任準備金）を比較し、基金財政が健全に推移しているかをチェックします。

（平成３１年3月31日現在）純資産：（固定資産+流動資産）－（流動負債+支払備金） 　　　負債 　　　基本金

資産と負債のバランス
（貸借対照表）

基金では財政検証を実施しています

純資産額
（7,754百万円）
責任準備金

（5,775百万円）

＝1.34（基準値：1.0以上）

みずほ信託銀行 総幹事企業年金基金
（220件）の平均値 ： 1.23

固定資産
（77億9,706万円）
年金給付のために積み立て、運用を
行っている年金資産。

流動資産
（7,230万円）
現金や普通預金などと、当年度分の
掛金収入などで、入金が翌年度にな
る分。

支払備金
（1億1,556万円）
年金や一時金のうち、未払いとなっ
ている分。

別途積立金
（19億9,864万円）

責任準備金
（57億7,538万円）
給付を賭うために、現時点で積み立
てていなければならない積立金の
必要額。

負債勘定
78億8,958万円

資産勘定
7８億８,９５８万円

当年度不足金
（2,０２２万円）

基金では、加入者・受給権者の皆さまの受給権保護のために、決算期ごとに年金資産の積立状況を2つの方法（継続基準、
非継続基準）で検証しています。検証の結果、基準値をクリアしていない場合は、積立計画の見直しが必要になります。

将来の給付のために保有しておくべき年金資金が、計画
どおりに積み立てられているかを検証します。

●検証結果
純資産額が責任準備金を上回っており、基準値をクリア
しています。年金資産は順調に積み立てられており、掛
金の見直しを行う必要はないことが確認されました。

継続基準

純資産額
（7,754百万円）
最低積立基準額※

（4,951百万円）

＝1.56（基準値：1.0以上）

現時点で基金が解散したと仮定した場合、加入者・受給
権者の加入期間に応じた給付に必要な資産を保有して
いるかを検証します。

●検証結果
最低積立基準額に対する純資産額の割合が、基準値1.0を
上回っており、基準値をクリアしています。積立水準を確保
するための措置を行う必要はないことが確認されました。

非継続基準

※最低積立基準額：現時点で基金が解散したと仮定した場合に、加入者・受給権者の加入期間に見合った給付を賄うために必要な年金資産。

平成30年度

みずほ信託銀行 総幹事企業年金基金
（220件）の平均値 ： 1.53


